
　

刑
事
訴
訟
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

附
則
四
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

第
三
三
三
条
【
刑
の
言
渡
し
の
判
決
、
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
】
①
　

（
略
）

②
　
刑
の
執
行
猶
予
は
、
刑
の
言
渡
し
と
同
時
に
、
判
決
で
そ
の
言
渡
し
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

保
護
観
察
に
付
す
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

第
三
四
五
条
【
無
罪
等
の
宣
告
と
勾
留
状
の
失
効
】
無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免

除
、
刑
の
執
行
猶
予
、
公
訴
棄
却
（
第
三
百
三
十
八
条
第
四
号
に
よ
る
場

合
を
除
く
。）、
罰
金
又
は
科
料
の
裁
判
の
告
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
勾
留

状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
三
四
九
条
【
刑
の
執
行
猶
予
取
消
し
の
手
続
】
①
　（
略
）

②
　
刑
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡

し
を
取
り
消
す
べ
き
場
合
に
は
、
前
項
の
請
求
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の

申
出
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
四
九
条
の
二
【
同
前
】
①
　（
略
）

②
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
が
刑
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
猶
予
の
言
渡
し
の
取
消
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
猶

予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
口
頭
弁
論
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

③
―
⑤
　（
略
）

第
三
五
〇
条
の
一
四
【
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
】
即
決
裁
判
手
続
に
お
い

て
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
刑
の
執
行
猶
予
の

言
渡
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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